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第 ２ 章   細    則 
 

１ 委託概要 

本委託は，悪臭防止法の規定に基づき，センター敷地境界及び敷地内の臭気測定を委託期間内に４回行うもの

である。 

 

２ 委託期限 

本委託の期限は平成３２年３月１３日とする。 

 

３ 委託場所 

京都市伏見区横大路千両松町２５５番地 

京都市上下水道局下水道部 伏見水環境保全センター 

 

４ 委託内容 

本委託範囲は，当センターの指定された場所から臭気試料を採取し，成分分析及び官能試験を行い，報告書を

作成し，提出をするまでとする。 

(1) 臭気試料の採取 

ア 臭気試料採取場所 

  敷地境界３箇所（別途図面参照）        センター敷地内１箇所（別途図面参照） 

イ  臭気試料試験項目及び採取時期 

    臭気成分分析Ⅰ（特定悪臭物質全２２項目）   …  夏期 

臭気成分分析Ⅱ（特定悪臭物質の内６項目）   …  春期・秋期・冬期 

臭気官能試験                 …  春期・夏期・秋期・冬期 

ウ 臭気試料採取回数 

  試料採取回数は，春期（４月～６月），夏期（７月～８月），秋期（９月～１１月），冬期（１２月～２月）

の年間４回とする。 

エ 試料採取場所１箇所につき，成分分析及び官能試験各１試料を採取し，所定の試験を行うこと。 

オ 試料の採取場所は，目標物からの距離等を測定し，略図に明記して提出すること。 

カ 試料の採取は，センター内からの臭気強度の最も高いと想定される風向，時間帯に行うものとする。 

キ 試料の採取日時は，監督員と打合わせを行うこととし，風向等の影響を受ける場合には，各採取場所にお

いて最適な日時を選定し，試料採取を行うこと。 

 

 

(2) 臭気成分分析Ⅰ（特定悪臭物質全２２項目） 
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具体的な採取時期（4回）は監督員と調整し決定するものとする。
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成分分析は悪臭防止法施行規則第５条「特定悪臭物質の測定方法」に基づき行うこと。分析項目は１試料に

つき下記のとおりとする。 

（ア） アンモニア          （イ） メチルメルカプタン 

（ウ） 硫化水素           （エ） 硫化メチル 

（オ） 二硫化メチル         （カ） トリメチルアミン 

（キ） アセトアルデヒド類（全６種） （ク） イソブタノ－ル 

（ケ） 酢酸エチル          （コ） メチルイソブチルケトン 

（サ） トルエン           （シ） スチレン 

（ス） キシレン           （セ） プロピオン酸 

（ソ） ノルマル酪酸         （タ） ノルマル吉草酸 

（チ） イソ吉草酸 

 

(3) 臭気成分分析Ⅱ（特定悪臭物質の内６項目） 

成分分析は悪臭防止法施行規則第５条「特定悪臭物質の測定方法」に基づき行うこと。分析項目は１試料に

つき下記のとおりとする。 

（ア） アンモニア          （イ） メチルメルカプタン 

（ウ） 硫化水素           （エ） 硫化メチル 

（オ） 二硫化メチル         （カ） トリメチルアミン 

 
(4) 臭気官能試験 

官能試験は，京都市悪臭防止対策指導要項第４条「悪臭の測定方法」に基づき行うこと。 

 

(5) 測定報告書 

臭気測定報告書は，４部提出すること。また，報告書は，ファイル綴じ等による簡易な製本とし，試験方法，

測定時の風向風速等の所定事項を記載し，計算書等関連図書一切を添付すること。 

 

５ その他 

詳細については，監督員の指示によること。 
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